
安
倍
首
相
が
陳
謝
し
た
答
弁
の
根
拠
と

し
て
き
た
の
が
、
「
労
働
時
間
等
総
合
実
態

調
査
」
で
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
業
務
の

企
画
・
立
案
な
ど
に
係
る
人
を
対
象
に
し

た
労
働
者
の

1
日
の
労
働
時
間
は
「
９
時

間

16
分
」
で
、
一
般
労
働
者
は
「
９
時
間

37
分
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の

数
字
に
は
カ
ラ
ク
リ
が
あ
り
ま
す
。
そ
も

そ
も
質
問
内
容
が
同
じ
で
は
な
か
っ
た
こ

と
で
す
。
一
般
の
労
働
者
に
は
「
最
長
の

労
働
時
間
」
を
聞
く
一
方
、
裁
量
性
の
労

働
者
に
は
「
一
日
の
労
働
時
間
」
を
聞
い

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
「
意
図
的
に
比

較
す
べ
き
で
な
い
デ
ー
タ
を
比
較
し
た
」

と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
裁

量
労
働
制
の
対
象
拡
大
は
、
経
営
者
側
に

「
定
額
働
か
せ
放
題
」
と
い
う
お
得
な
プ
ラ

ン
が
増
え
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能

性
が
高
い
の
で
す
。
重
い
ノ
ル
マ
を
課
し

た
社
員
に
対
し
て
、
面
倒
臭
い
労
務
管
理

を
す
る
こ
と
な
く
、
「
あ
な
た
の
裁
量
内
で

結
果
を
出
し
て
ね
」
の
一
言
で
延
々
と
働

か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
い
う
欠
陥
の
あ
る
政
策
が
イ
ン
チ

キ
な
現
状
把
握
調
査
を
基
に
進
め
ら
れ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
だ
け
で
も

大
問
題
で
す
が
、
今
回
が
よ
り
深
刻
な
の

は
、
「
捏
造
デ
ー
タ
」
に
「
森
友
学
園
疑
惑
」

に
お
け
る
財
務
省
と
同
様
に
「
忖
度
」
の

影
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
   

今
回
、
捏
造
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
２

０
１
３
年
度
労
働
時
間
等
総
合
実
態
調
査
」

は
、
２
０
１
３
年
９
月
か
ら
行
わ
れ
た
厚

生
労
働
省
の
労
働
政
策
審
議
会
（
労
政
審
）

の
な
か
で
、
裁
量
労
働
制
の
対
象
拡
大
を

含
む
労
働
基
準
法
の
見
直
し
の
議
論
で
用

い
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
成
長
戦
略
を
実
現
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
日
本
経
済

再
生
本
部
が
作
成
し
た
「
日
本
再
興
戦
略

２
０
１
６
」
で
す
。

 「
労
働
時
間
法
制
に
つ
い
て
、
労
働
生
産

性
向
上
の
観
点
か
ら
、
総
合
的
に
議
論
す

る
」
と
し
て
「
実
態
調
査
」
に
な
っ
た
わ

け
で
す
が
、
当
時
は
安
倍
首
相
が
唱
え
る

「
3
本
の
矢
」
が
も
て
は
や
さ
れ
、
永
田
町

・
霞
が
関
と
も
に
「
成
長
戦
略
」
を
進
め

る
べ
し
、
と
い
う
ム
ー
ド
が
盛
り
上
が
っ

て
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
空
気
を
忖
度
し
た
厚
労
省
側

が
調
査
を
「
日
本
再
興
戦
略
」
が
意
図
し

た
内
容
に
「
寄
せ
」
た
、
と
い
う
の
が
永

田
町
界
隈
で
推
測
で
す
。
現
時
点
で
は
そ

れ
を
裏
付
け
る
も
の
は
出
て
い
ま
せ
ん
が
、

充
分
あ
り
得
る
話
で
す
。
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裁量労働制法案、今国会での提出断念！

法
案
根
拠
と
な
る

厚
労
省
の
で
た
ら
め
な
デ
ー
タ
が
発
覚

安
倍
政
権
の
目
玉
法
案
の
「
働
き
方
改
革
」
関
連
法
案
。
そ
の
根
拠
と
な
っ

た
厚
生
労
働
省
の
デ
ー
タ
が
で
た
ら
め
だ
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
ま
し
た
。
安

倍
首
相
は
、
世
論
の
反
発
を
う
け
、
「
働
き
方
」
関
連
法
案
か
ら
裁
量
労
働

制
の
対
象
拡
大
す
る
部
分
を
削
除
し
、
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

デ
ー
タ
ー
捏
造
し
て
ま
で

財
界
の
働
か
せ
放
題
を
支
援

安
倍
内
閣
の
手
法

「
忖
度
」
は
あ
ら
ゆ
る
施
策
に
？

●労働基準法
＊罰則付残業上限規制 ＊過労死「合法

化」
＊月60時間超の残業割＊ 7年も放置への

増率50%に中小企業
猶予猶撤廃

＊年休付与義務「取得 ＊フルタイム労働者
こと」を企業の義務 で年5日だけとは
とする

＊高度プロフェッショ＊残業代ゼロ

ナル制 (当初は対象限定)
＊裁量労働制適用拡大 ＊定額働かせ

放題

●雇用対策法
＊法の目的に「生産性 ＊リストラ加速

向上」を明記 差別を容認

●パート労働法
＊「多様な営業形態の ＊非雇用型の

就労増やす 普及」

●‹労働者派遣法
＊同一労働同一賃金ガ ＊派遣先では

イドライン 賃金格差
＊同一労働同一賃金ガ ＊基本給の

イドライン 格差容認

●労働契約法
＊同一労働同一賃金ガ ＊基本給の格

イドライン 差容認
●労働時間等改善設定法
＊休息時間保障の努力 ＊基本給の格

義務 差容認

「働き方改革一括法案



時
間
労
働
の
上
限
規
制

現
行
の
時
間
外
限
度
基
準
告

示
で
あ
る
月
45

時
間
、
年
3
６

０
時
間
を
法
律
に
格
上
げ
。
特

例
と
し
て
、
臨
時
的
な
特
別
な

事
情
が
あ
る
場
合
の
労
使
協
定

に
お
い
て
も
上
回
る
こ
と
が
で

き
な
い
時
間
外
労
働
時
間
を
年

７
２
０
時
間
と
す
る
（
２
か
月

な
い
し
６
か
月
平
均
で
80

時
間

以
内
、
単
月
で
１
０
０
時
間
未

満
、
月
45

時
間
の
時
間
外
労
働

を
上
回
る
回
数
は
年
６
回
ま
で
）
。

労
災
認
定
基
準
の
い
わ
ゆ
る

過
労
死
ラ
イ
ン
に
相
当
す
る
働

き
方
を
、
国
が
容
認
す
る
も
の

で
す
。
現
行
の
残
業
規
制
の
対

象
外
と
な
っ
て
い
る
建
設
業
や

運
輸
業
、
企
業
の
研
究
開
発
部

門
な
ど
の
扱
い
も
決
ま
っ
て
い

ま
せ
ん
。
残
業
時
間
は
現
在
、

法
的
拘
束
力
は
な
い
も
の
の
、

大
臣
告
示
に
よ
る
限
度
基
準
で

「
月
45

時
間
、
年
３
６
０
時
間
」

と
定
め
て
い
る
。
月
45

時
間
を

超
え
て
長
く
働
く
ほ
ど
、
過
労

死
の
危
険
が
高
ま
る
と
の
医
学

的
知
見
に
基
づ
き
、
政
府
が
定

め
た
も
の
で
す
。
現
在
は
残
業

が
80

時
間
以
下
で
労
災
が
認
定

さ
れ
て
い
る
が
、1

0
0

時
間

で
は
労
災
認
定
基
準
の
後
退
で

す
。

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度

同
制
度
は
、
専
門
職
で
年
収

の
高
い
働
き
手
を
、
労
働
時
間

の
規
制
か
ら
外
す
新
た
な
し
く

み
で
す
。
対
象
と
な
る
働
き
手

は
、
残
業
や
深
夜
・
休
日
労
働

を
し
て
も
割
増
賃
金
が
全
く
支

払
わ
れ
な
く
な
り
、
連
合
や
野

党
は
「
長
時
間
労
働
を
助
長
す

る
」
と
強
く
反
発
し
、
改
正
案

は
２
年
以
上
も
審
議
す
ら
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
提
出
さ
れ
る

法
案
で
は
、
年
間
賃
金
が
労
働

者
一
人
当
た
り
の
年
間
平
均
給

与
額
の
３
倍
の
額
を
相
当
程
度

上
回
る
水
準
（
１
０
７
５
万
円
）

の
者
、
年
１
０
４
日
以
上
か
つ

４
週
４
日
以
上
の
休
日
を
与
え

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
ま
す
。

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

制
度
の
創
設
と
裁
量
労
働
制
の

適
用
拡
大
は
、
労
働
時
間
規
制

を
適
用
し
な
い
こ
と
が
大
問
題
。

労
働
時
間
管
理
を
な
く
せ
ば

「
過
労
」
と
い
う
概
念
は
な
く

な
り
ま
す
。
年
収
要
件
は
４
０

０
万
円
以
上
と
言
わ
れ
、
下
げ

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

小
さ
く
生
ん
で
大
き
く
育
て
る

の
が
政
府
や
経
団
連
の
手
法
だ

か
ら
だ
。
労
働
者
派
遣
法
の
轍

を
踏
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
政

府
は
、
「
働
く
人
の
健
康
を
確

保
し
つ
つ
」
と
言
う
が
、
理
屈

的
に
は
週
５
日
の
24

時
間
勤
務

が
可
能
に
な
り
ま
す
。

柔
軟
な
働
き
方
の
今
後

「
柔
軟
な
働
き
方
」
と
は
、

テ
レ
ワ
ー
ク
、
副
業
・
兼
業
、

と
「
雇
用
関
係
に
よ
ら
な
い
働

き
方
」
と
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

マ
ー
（
仲
介
業
者
）
に
働
き
手

の
ス
キ
ル
な
ど
を
登
録
し
、
企

業
側
も
必
要
と
す
る
ス
キ
ル
を

登
録
し
、
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
。

そ
し
て
、
企
業
は
働
き
手
と
業

務
契
約
（
請
負
契
約
）
を
結
ん

で
働
い
て
も
ら
う
。
い
ま
話
題

の
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
も
そ
の
一
つ
。

自
営
型
（
非
雇
用
型
）
テ
レ
ワ
ー

ク
と
は
、
「
雇
用
関
係
に
よ
ら

な
い
働
き
方
」
で
あ
り
、
不
特

定
多
数
の
者
に
業
務
を
外
注
さ

せ
る
「
ク
ラ
ウ
ド
・
ソ
ー
シ
ン

グ
」
な
ど
で
あ
り
ま
す
。

働
く
こ
と
が
請
負
関
係
な
の

で
、
家
内
労
働
法
、
最
低
賃
金

法
、
労
働
基
準
法
な
ど
労
働
法

は
適
用
は
な
く
、
社
会
・
労
働

保
険
の
適
用
も
あ
り
ま
せ
ん
。

不
合
理
な
待
遇
の
禁
止

パ
ー
ト
労
働
法
の
対
象
に
有

期
雇
用
労
働
者
を
加
え
て
「
パ
ー

ト
・
有
期
労
働
法
」
に
改
め
、

同
法
や
労
働
者
派
遣
法
に
お
い

て
「
不
合
理
な
労
働
条
件
の
禁

止
」
か
ら
「
不
合
理
な
待
遇
の

禁
止
」
に
変
わ
り
ま
す
。

日
本
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
は
、

「
均
等
」
待
遇
で
は
な
く
「
均

衡
」
待
遇
で
す
。
法
案
に
は

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
と
言

う
言
葉
は
な
く
、
禁
じ
ら
れ
て

い
る
の
は
「
不
合
理
な
待
遇
」

で
あ
り
、
合
理
的
な
待
遇
差
は

許
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

(1988年１月18日第三種郵便物認可) 『 週 刊 新 社 会 』 号 外

新社会
お問い合わせ先

２０１８年３月

「働き方改革」法案

は撤回せよ！

前
頁
の
表
は
、
今
国
会
に
安
倍
内
閣
が
提
出

し
よ
う
と
し
て
い
る
「
働
き
方
改
革
推
進
」
の

「
一
括
法
案
」
の
内
容
で
す
。
第
一
次
安
倍
内

閣
は
、
２
０
０
６
年
当
時
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
」
と
名
付
け
て
「
残
義
代

ゼ
ロ
」
を
め
ざ
し
た
が
、
今
回
は
「
高
度
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
法
」
と
名
前
を
変
え
、
単
独

の
新
報
だ
け
で
は
と
う
て
い
国
民
の
批
判
に
耐

え
ら
れ
な
い
と
、
他
の
法
案
を
一
括
し
上
程
を

狙
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
角
で
あ
る

「
裁
量
労
働
制
適
用
拡
大
」
は
撤
回
に
な
り
ま

し
た
。
私
た
ち
は
「
歯
止
め
な
き
長
時
間
労
働

を
も
た
ら
す
制
度
は
撤
回
せ
よ
」
と
訴
え
ま
す
。
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